
計画の名称について　有識者会議委員　意見一覧

（仮称）第二次多摩市読書活動振興計画の名称検討について、ロゴフォームにて、有識者会議委員にアンケートを行った。

募集期間 8月30日～9月30日まで

回答件数 7件

名称案 意見

本計画は学校等における子どもの読書活動推進を含めた計画であり、図書館単独の計画ではないので、「図書館基本計画」と称するのは実態とや

や乖離している印象を受けます。「第二次多摩市読書活動振興計画」が名称としてはふさわしいと考えます。

従来のように「子どもの読書活動推進計画」（以下「子ども計画」という。）を個別計画として維持するならむしろ「図書館基本計画」（武蔵野

市や日野市のように）としてもいいと考えるが、今回の方針のように「子ども計画」を取り込み一本化するのであれば「読書活動振興計画」とし

たほうがいいのではないか。事務局が示す案②のとおり「子ども計画」を取り込んだ「図書館基本計画」より「読書活動振興計画」としたほうが

図書館が中心ではあるものの図書館のみならず家庭、地域、教育機関、行政等が連携するというイメージが想起できる。（八王子市など）

「第二次」とつくことで、断続的に計画が実行されていたことがわかるからです。また、第一次があると想起させることで、段階をふみ計画をよ

りよいものにしていくという印象を与えるのではないかと考えました。

「多摩市立図書館基本計画」ももちろん良いかと思います。こちらの場合、基盤固めをしっかりする印象でした。ここを固めて、次のさまざまな

計画を実行していく、という印象が私にはありました

　教育基本法第１７条２項に規定された教育振興基本計画である「多摩市教育振興プラン」の下に位置付けられた図書館の全般的な計画であるこ

とから、図書館基本計画が妥当であると考える。

　読書活動振興計画はその名称から子ども読書活動推進計画のイメージが強く、図書館サービスには調査、地域資料、児童、障害者、多文化等の

多様なサービスが含まれいることが見えず、従来型の図書館サービスを踏襲しているものと見なされる懸念がある。

　現在の図書館サービスは課題解決支援のように、調査支援や多様な利用者の居場所と活動支援及びビジネスや生活・地域活動支援の場ともなっ

ている。

多摩市中央図書館が整備されており、読書活動振興計画と子どもの読書活動推進計画を包括した計画となるため、シンプルで分かりやすい名称だ

と考えます。

骨子案を議論中の段階であり、計画の具体的な構成（目次や全体像）やコンセプトが明らかでないため、現時点では名称を検討することはできな

いと考える。

計画の内容が、もう少しはっきりしてからの検討がいいと思います。

第二次多摩市読書活動振

興計画

（3件）

多摩市立図書館基本計画

（2件）

その他

（2件）
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その他の意見について

計画の構成が明らかになり、素案を固める段階で、改めて最終的な名称を検討することが適当である。その前に多数決であるとか、策定委員会などで拙速に決定しないこ

とが大切である。

（Q2の続き）現時点でふさわしい名称はなく、有識者会議委員の了解を得ずに、アンケートをとって名称を決める進め方に反対である。まず図書館事務局は今回の計画策

定の目的を改めて有識者会議委員に対し、説明すべきである。目的が明確であれば、計画の名称はそれに沿った名称に自然に決められるはずだ。現在の名称に引きずられ

ることなく、現時点できちんとこの点を確認すべきである。こうした観点から、図書館事務局は、現在の「読書活動振興計画」がどういった経緯でこうした名称で策定さ

れたのか、「多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラム」との関係で、地域図書館の廃止方針に対し、市民から原案に強い異論が提出されて、図書館協議会での議論

を経て、計画の内容の見直しを余儀なくされた経緯をきちんと説明すべきである。

また第1回有識者会議で下記方針を提示し（有識者会議資料１－３）、教育委員会ほかの了承を得ているが、有識者会議（小山委員ほか）から読書だけではなく「学び」

の要素も入れるべき、と提案されている。計画には「図書館が提供するサービス」全般にわたる内容の盛込みが想定されているほか、図書館ネットワークとか各地域館の

特性などを踏まえた計画が想定されるため、「全域サービス」の概念も考慮する必要。

［有識者会議資料１－３より転載］「多摩市の読書活動の振興を一体的に推進していくため、２つの計画を統合し、（仮称）「第二次多摩市読書活動振興計画」を策定す

る。（令和３年度教育委員会にて決定）

（基本方針）継続予定（運営方針）部分的な見直しを検討。(特に子どもに関する部分）

次期計画のポイント

＊中央図書館を中心とした図書館ネットワークのもと、各館の地域の特性や利用者の特徴、ニーズ等を踏まえたものとする。

＊唐木田図書館、東寺方図書館の運営手法等についての方針決定時期を盛り込む。」

　ちなみに、周辺自治体の状況をみると、日野市は「第４次日野市立図書館基本計画」、武蔵野市は「武蔵野市図書館基本計画」、八王子は「第4次読書のまち八王子推

進計画」などとしており、計画や方針の内容は今回多摩市で策定しようとするものと同じである。

　このように「『市立』図書館基本計画」の名称はない。「市立図書館基本計画」とすると、市立図書館の「事業計画」になってしまうからだと推察される。ちなみに調

布市は「調布市立図書館の基本方針及び運営方針」のもとに毎年度「調布市立図書館事業計画」を策定する形としている。

図書館は、どのような目的でなぜ計画を策定するのか、姿勢を明確にしなければならないのではないでしょうか。すでに委員が骨子案について意見を提出しようとしてお

り、検討が進めなければならない時期ですので、計画の概要がはっきりしてから、内容にふさわしい名称の検討が良いと考えます。

現在の「読書活動振興計画」は、2013年に多摩市が地域館4館廃止を含んだ「行動プログラム」を決定した直後、2014年4月に策定委員会が設置され、8月に事務局案２に

ついて市民懇談会が開催されました。その後事務局案３，素案１，２、原案と何度も修正をして2016年1月の市民説明会を経て5月に策定された経過があります。地域館廃

止案に沿った策定経過であったため、市民からは強い批判が出ました。中央館建設に至るまで、市民は中央館はもちろん、地域館の存続について関心を持ち続けていま

す。こうした経過があったことを踏まえたよりよい策定作業となるように望みます。


